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   甲府市水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について 

 甲府市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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   甲府市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）の一部を次のように改

正する。 

第２３条第１項並びに第２９条第２項及び第３項中「１００分の１０８」を

「１００分の１１０」に改める。 

第３０条第１項第１号中「指定給水装置工事事業者の」の次に「新規の」を加

え、同号の次に次の１号を加える。 

⑴の２ 指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る申請手数料 １件につき  

６，０００円（ただし、指定の更新に係る指定証再交付の場合２，５００円） 

第３１条第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改め、「１円

未満の端数が生じたときはこれを切り上げ、」を削る。 

第３３条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和元年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市水道事業給水条例（以下「改正後の条例」とい

う。）第２３条第１項及び第３１条第２項の規定にかかわらず、施行日前から供

給している水道水の使用で、施行日から令和元年１０月３１日までの間に料金の

支払を受ける権利の確定されるものに係る料金（施行日以後初めて料金の支払を

受ける権利の確定される日が同月３１日後である水道水の使用にあっては、当該

確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を



前回確定日（その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同

じ。）から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期

間の月数で除し、これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計

算した金額に係る部分に対応する部分に限る。）については、なお従前の例によ

る。 

３ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、これ 

を１月とする。 

４ 改正後の条例第２９条第２項及び第３項の規定は、施行日以後に給水装置工事

の申込みをする者について適用する。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、水道事業における消費税及び地方消

費税の円滑かつ適正な転嫁を行うとともに、新たに指定給水装置工事事業者の指定

の更新に係る申請手数料を徴収するについては、この条例を制定する必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


